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に
至
っ
た
。
近
畿
で
は
、
三
重
、
和

歌
山
、
滋
賀
、
大
阪
、
京
都
、
奈

良
、
兵
庫
の
順
に
訴
訟
提
起
が
な
さ

れ
た
。
大
阪
は
、
14
年
12
月
19
日
に

提
訴
し
た
。
近
畿
で
４
番
目
、
全
国

で
17
番
目
の
提
訴
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、
次
々
と
提
訴
が
続

き
、
17
年
３
月
末
日
時
点
で
、
全
国

29
都
道
府
県
で
９
０
０
人
を
超
え
る

人
々
が
裁
判
を
起
こ
す
に
至
っ
た
。

今
後
も
提
訴
は
続
く
見
込
み
で
あ

り
、
原
告
は
最
終
的
に
１
０
０
０
人

を
超
え
る
見
込
み
で
あ
る
。

　

多
数
の
原
告
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
各
地
で
は
弁
護
団
が
結
成
さ

れ
、
大
阪
で
も
弁
護
士
16
人
が
弁
護

団
を
結
成
し
た
。
そ
し
て
、
各
地
の

弁
護
団
同
士
が
、
互
い
に
連
携
し
、

裁
判
を
た
た
か
っ
て
い
る
。

裁
判
官
に
直
訴

　

裁
判
で
は
原
告
自
ら
が
法
廷
に
立

ち
、
生
活
保
護
利
用
者
の
置
か
れ
た

生
活
実
態
な
ど
を
自
ら
の
言
葉
で
語

り
、
裁
判
官
に
直
接
訴
え
て
い
る
。

大
阪
で
は
原
告
が
交
代
で
毎
回
意
見

を
述
べ
、
そ
の
生
活
実
態
を
裁
判
官

に
訴
え
て
い
る
。

　

裁
判
所
側
も
、
大
阪
地
裁
で
一
番

広
い
大
法
廷
（
90
席
を
超
え
る
傍
聴

席
が
あ
る
）
を
使
用
し
て
、
多
く
の

人
が
法
廷
を
傍
聴
で
き
る
よ
う
、
こ

れ
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
毎

回
、
定
員
を
超
え
る
人
々
が
詰
め
か

け
る
た
め
、
傍
聴
す
る
に
は
毎
回
、

法
廷
開
始
直
前
に
行
わ
れ
る
抽
選
に

当
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
と

な
っ
て
い
る
。

　

大
阪
は
他
の
地
域
と
比
べ
て
も
原

告
・
弁
護
団
の
数
が
多
い
。
裁
判
運

動
を
支
え
る
会
も
結
成
さ
れ
、
充
実

し
た
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
。
そ
こ
で
、
大
阪
か
ら
広
く
全

国
に
向
け
て
、
生
活
保
護
引
き
下
げ

の
違
憲
性
・
違
法
性
を
広
く
訴
え
て

い
く
。 

（
つ
づ
く
）

 

（
弁
護
士
・
和
田
信
也
）

　

２
０
１
３
年
８
月
、
厚
生
労
働
省

は
生
活
保
護
基
準
を
引
き
下
げ
た
。

従
前
か
ら
の
反
対
運
動
を
無
視
し
て

引
き
下
げ
が
強
行
さ
れ
た
た
め
、
反

対
運
動
は
日
本
全
国
に
広
が
っ
た
。

全
国
各
地
で
都
道
府
県
知
事
に
対

し
、
引
き
下
げ
に
対
す
る
不
服
申
し

立
て
（
審
査
請
求
）
が
行
わ
れ
た
。

わ
ず
か
２
カ
月
で
、
そ
の
数
は
実
に

１
万
１
９
１
件
に
の
ぼ
っ
た
。
生
活

保
護
に
お
け
る
審
査
請
求
の
件
数
は

年
間
１
０
０
０
件
前
後
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
わ
ず
か
２
カ
月
で
１
万
件

を
超
え
る
審
査
請
求
が
な
さ
れ
た
こ

と
は
ま
さ
に
史
上
最
大
規
模
で
あ
っ

た
。弁

護
団
が
連
携

　

審
査
請
求
で
審
査
を
行
う
都
道
府

県
知
事
は
裁
判
所
と
異
な
り
、
行
政

機
関
の
一
部
な
の
で
厚
労
大
臣
が
示

し
た
引
き
下
げ
の
指
示
（
告
示
）
に

反
対
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た

め
、
審
査
請
求
の
手
続
き
が
済
ん
だ

地
域
か
ら
順
次
、
裁
判
が
起
こ
さ
れ

た
。
ま
ず
、
14
年
２
月
25
日
、
佐
賀

県
で
生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
が
憲

法
に
違
反
す
る
と
し
て
裁
判
が
起
こ

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
熊
本
、
愛
知
、

埼
玉
と
、
順
次
裁
判
が
起
こ
さ
れ
る

提訴相次ぎ原告900人超
大阪の「支える会」ではニュースを
発行し、裁判運動を伝えている　　

生
活
保
護
裁
判
の
行
方

生
活
保
護
裁
判
の
行
方

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
９

歯科歯科
拾拾拾 読読読いいい みみみ

ん
で
い
る
こ
と
に
言
及
。

「
い
か
に〝
厳
し
い
基
準
〞を

設
定
し
た
と
し
て
も
、『
想

定
外
』
の
自
然
災
害
や
人
為

的
ミ
ス
は
必
ず
起
き
る
。
唯

一
の
安
全
策
は
再
稼
働
し
な

い
こ
と
で
あ
る
」と
述
べ
た
。

そ
の
上
で
、
高
裁
決
定
に
強

く
抗
議
す
る
と
共
に
、「『
安

全
神
話
』の
再
来
を
許
さ
ず
、

原
発
再
稼
働
に
ス
ト
ッ
プ
を

か
け
る
た
め
に
全
力
を
尽
く

す
」
こ
と
を
表
明
し
た
。

摂
取
）
が
イ
ン
ス
リ
ン
の
分

泌
を
促
し
、
定
期
的
に
歯
周

治
療
を
受
け
る
こ
と
が
、
誤

嚥
性
肺
炎
な
ど
の
感
染
リ
ス

ク
を
低
下
さ
せ
、
フ
レ
イ
ル

の
予
防
に
つ
な
が
る
と
解

説
。
栄
養
の
経
口
摂
取
サ
ポ

ー
ト
の
重
要
性
な
ど
に
つ
い

て
語
っ
た
。

 

（
東
住
吉
区
・
森
啓
）

つ
い
て
、「『
安
全
神
話
』
に

立
ち
戻
っ
た
司
法
判
断
で
あ

り
、
断
じ
て
容
認
で
き
な

い
」
と
指
摘
。
耐
震
工
事
や

避
難
計
画
、
原
子
力
規
制
委

員
会
の
新
規
制
基
準
な
ど
に

つ
い
て
、「
電
力
会
社
や
政

府
の
言
い
分
を
追
認
し
、
こ

と
さ
ら
に
『
安
全
』
を
強
調

す
る
決
定
が
下
さ
れ
た
」
と

批
判
し
た
。

　

福
島
第
一
原
発
の
事
故
で

今
も
約
８
万
人
が
避
難
し
、

健
康
被
害
や
生
活
難
に
苦
し

　

大
阪
高
裁
が
関
西
電
力
高

浜
原
発
３
、
４
号
機
の
運
転

差
し
止
め
を
３
月
28
日
に
取

り
消
し
た
こ
と
を
受
け
、
戸

井
逸
美
政
策
部
長
（
写
真
）

は
４
月
５
日
、
抗
議
談
話
を

発
表
し
た
。

　

戸
井
氏
は
高
裁
の
決
定
に

に
よ
る
効
果
は
表
れ
に
く
い

よ
う
だ
。

　

最
後
に
、
低
栄
養
状
態
の

高
齢
者
の
問
題
に
つ
い
て
触

れ
、
よ
く
噛
む
こ
と
（
経
口

い
状
況
に
あ
る
。
さ
ら
に
、

従
業
員
や
患
者
と
の
ト
ラ
ブ

ル
や
税
務
調
査
へ
の
対
応
な

ど
、
経
営
者
で
あ
る
先
生
方

の
頭
を
悩
ま
せ
る
事
柄
は
多

い
。
経
税
部
は
、
医
院
経
営

の
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
に
こ
た

え
る
講
習
会
や
相
談
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

雇
用
管
理
や
労
使
ト
ラ
ブ

ル
対
応
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま

る
な
か
、
経
税
部
は
ト
ラ
ブ

ル
を
回
避
す
る
た
め
に
不
可

欠
な
雇
用
管
理
の
基
礎
知
識

方
法
は
？
」「
問
題
の
あ
る

ス
タ
ッ
フ
へ
ど
う
対
応
し
た

ら
い
い
か
？
」
な
ど
の
会
員

の
悩
み
を
も
と
に
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
で
話
し
合
い
、
理
解

を
深
め
て
い
る
。

　

弁
護
士
、
社
労
士
、
税
理

士
に
よ
る
毎
月
の
無
料
個
別

相
談
会
（
事
前
予
約
制
）
の

開
催
に
加
え
、
会
員
か
ら
の

問
い
合
わ
せ
に
対
応
で
き
る

よ
う
、
専
門
家
と
密
に
連
携

し
担
当
事
務
局
が
相
談
に
応

じ
て
い
る
。
医
院
経
営
や
雇

用
管
理
上
の
悩
み
は
協
会
・

経
税
部
に
相
談
し
て
も
ら
い

た
い
。

　

ま
た
、
税
務
調
査
や
医
療

機
関
の
消
費
税
損
税
問
題
、

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
の
問
題

な
ど
、
医
院
経
営
を
と
り
ま

く
制
度
の
問
題
点
を
広
報

し
、
国
・
行
政
な
ど
に
対
し

改
善
を
求
め
て
い
る
。

や
、
労
働
条
件
通

知
書
の
書
き
方
、

給
与
計
算
方
法
な

ど
を
学
ぶ
雇
用
管

理
対
策
講
習
会
を

開
催
し
て
い
る
。

基
礎
知
識
を
学
ぶ

こ
と
に
加
え
、

「
人
が
集
ま
り
や

す
い
求
人
募
集
の

て
、
西
村
氏
が
広
島
県
糖
尿

病
対
策
推
進
会
議
、
広
島
県

歯
科
医
師
会
と
共
同
で
行
っ

た
介
入
研
究
『
ヒ
ロ
シ
マ
ス

タ
デ
ィ
』
に
よ
る
と
、
歯
周

病
を
的
確
に
管
理
し
て
炎
症

を
軽
減
さ
せ
る
と
耐
糖
能
が

改
善
さ
れ
る
結
果
が
得
ら
れ

た
と
い
う
。

　

特
に
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
25
程
度

の
小
太
り
の
患
者
で
Ｃ
Ｒ

Ｐ
、
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
の
値
が
改

善
さ
れ
た
。
一
方
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ

が
35
以
上
の
高
度
肥
満
で

は
、
肥
満
に
よ
り
生
じ
る
炎

症
が
強
く
、
歯
周
治
療
介
入

　

臨
床
学
術
部
は
３
月
19

日
、「
糖
尿
病
と
歯
周
病
―

Ｕ
Ｐ　

Ｄ
Ａ
Ｔ
Ｅ
」
と
題

し
、
生
涯
研
修
を
Ｍ
＆
Ｄ
ホ

ー
ル
で
開
い
た
。
西
村
英
紀

氏
（
九
州
大
学
大
学
院
口
腔

機
能
修
復
学
講
座
歯
周
病
分

野
教
授
）
を
講
師
に
、
86
人

が
参
加
し
た
。

　

西
村
氏
は
、
日
本
人
に
お

け
る
糖
尿
病
の
特
徴
と
最
近

の
糖
尿
病
に
関
す
る
知
見
を

紹
介
し
、
歯
周
病
が
生
体
に

軽
微
な
慢
性
炎
症
を
引
き
起

こ
す
こ
と
を
指
摘
。
歯
周
病

と
糖
尿
病
の
関
係
に
つ
い

本
当
は
大
間
違
い
だ
っ
た

「
歯
ブ
ラ
シ
」「
歯
磨
き
粉
」／

週
刊
ポ
ス
ト（
４
月
４
日
号
）

　

〝
薬
用
で
歯
周
病
を
治
せ

る
〞〝
高
い
医
薬
品
な
ら
効

果
が
あ
る
〞
な
ど
、
歯
磨
き

に
ま
つ
わ
る
誤
解
に
つ
い

て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
岩

澤
倫
彦
氏
が
レ
ポ
ー
ト
。

３月度生涯
研 修 講 座

高浜原発
高裁決定

歯
周
治
療
の
効
果
に
差「

安
全
神
話
」の
再
来

糖
尿
病
改
善
に
肥
満
度
が
影
響

戸
井
政
策
部
長
が
抗
議
談
話

高度肥満は効果が表れに
くいと語る西村英紀氏＝
３月19日、Ｍ＆Ｄホール

毎年恒例の確定申告セミナー

第53回定期総会

会員と
ともに　

ト
ラ
ブ
ル
対
応
で
相
談
活
動

経
税
部

　

２
０
１
６
年
度
の
会
員
意

見
調
査
で
は
、
15
年
の
医
業

所
得
が
４
０
０
万
円
未
満
の

事
業
所
は
12
・
３
％
、
医
院

経
営
の
状
態
は
「
や
や
悪

い
」・「
悪
い
」
を
合
わ
せ
て

36
・
２
％
を
占
め
、
歯
科
医

院
経
営
は
依
然
と
し
て
厳
し


